
様式１

請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 担当局 担当

令和3年
8月2日

令和3年
8月16日

平成27.４.14日、社援保発第414002号にも書
いてあるが、家賃額の確認は、賃貸契約書等
（重要事項確認書）で行うとされているの
に、定期借家契約後の賃貸物件の信用貸で、
契約書もないのに住宅扶助の認定をどの様に
行うのかわかる文書（淀川区）

不存在 号 淀川区役所
保健福祉課
（生活支援
担当）

令和3年
8月6日

令和3年
8月20日

大都島保生第98号、大淀保生第103号の様に
事実とは違う（偽造）事の公文書の送付を聞
いているのに、用紙の説明をしようとするの
はなぜなのかわかる文書

不存在 号 淀川区役所
保健福祉課
（生活支援
担当）

令和3年
8月16日

令和3年
8月27日

周知という日本語の使い方、理解力、が保険
年金の職員達が出来ていない理由がわかる文
書。
日本語も理解できない職員達が公務として働
きつづけることを可能にしているのか

不存在 号 淀川区役所
窓口サービ
ス課（保険
年金担当）

令和3年
8月27日

令和3年
9月10日

①実施決裁文書【標題：令和２年度第２回淀
川区民アンケートの実施について、令和２年
11月12日決裁】（公開請求に記載された公文
書の件名又は内容の１及び６に係る文書）
②令和２年度大阪市淀川区民アンケート調査
業務委託仕様書（公開請求書に記載された公
文書の件名又は内容の２に係る文書）
③令和２年度第２回淀川区民アンケート結果
（公開請求書に記載された公文書の件名又は
内容の７に係る文書）

公開 号 淀川区役所 政策企画課

淀川区役所　8月分

公開請求の内容及び処理状況

非公開事由
（7条該当号）



様式１

請求日 決定日 公文書の件名 決定内容 担当局 担当
非公開事由
（7条該当号）

令和3年
8月27日

令和3年
9月10日

支出命令情報【標題：令和２年度大阪市淀川
区民アンケート調査業務委託にかかる経費の
支出について、令和３年４月５日決裁】（公
開請求書に記載された公文書の件名又は内容
の３に係る文書）

部分公
開

2 5 号 淀川区役所 政策企画課

不存在 淀川区役所 政策企画課号

令和2年度淀川区運営方針の重点的に取り組
む主な経営課題
https://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/cm
sfiles/contents/0000501/501922/youshiki2
.ppdに「お住まいの地域で、日ごろからご近
所同士で『声かけ』、『見守り』、『助け合
い』、『支え合い』が行われていると感じる
区民の割合：50.3％」などの記載がありま
す。上記の「お住まいの地域で、日ごろから
ご近所同士で『声かけ』、『見守り』、『助
け合い』、『支え合い』が行われていると感
じる区民の割合：50.3％」については、評価
は「A」となっています。
　この評価については、前年度が44.4％であ
り、アウトカム（成果）指標の「令和2年度
までに50％」に達したとの判断でこの評価に
なっているものと思われますが、
　4.「お住まいの地域で、日ごろからご近所
同士で『声かけ』、『見守り』、『助け合
い』、『支え合い』が行われていると感じる
区民の割合」が50.3％になったと判断できる
根拠が分かる文書
　本年6月15日付情報公開審査会答申第492号
では区民アンケートの結果は「回答者の回答
状況をあらわすにとどまる」ものだとされて
おり、この内容での説明が大阪市から情報公
開審査会になされたものと認められますが、
このような区民アンケートの結果をもって淀
川区民の状況がわかるという根拠が示された
文書です。
5. お住まいの地域で、日ごろからご近所同
士で『声かけ』、『見守り』、『助け合
い』、『支え合い』が行われていると感じる
区民の割合」が前年の44.4％を上回り、「令
和2年度までに50％」に達したと判断する根
拠が示された文書

令和3年
8月27日

令和3年
9月10日


